
不正があった場合報告 

 

取引業者 

最近改正 令和 6 年 4 月 1 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都女子大学 
 

公的研究費不正使用の通報体制 

統括管理責任者 

副学長（学術研究） 
全体を統括する実質的 

な責任と権限を持つ 

調査委員会 

調査結果報告を学長へ 

文部科学省他 

 

 

最高管理責任者 

学長 
機関全体を統括し、公的研究費等の 

運営・管理について最終責任を負う 理事長 

 
理事会 

 

通報 

通報 

通報 

           

発注・検収業務 （☆部局通報窓口） 

学部事務課の各校舎分室 

（J･T･S･B･E･F･U・データサイエンス学部分室） 

 内部監査部門 財務部 

財務部長 

 

（不正使用通報窓口） 

☆通報窓口：財務課長 

研究企画課 
 

（不正使用通報窓口） 

☆通報窓口：研究企画課長 


